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○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第17号 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則（平成20年栃木県規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（本人確認情報を利用する事務） 

第２条 略 

２ 略 

３ 条例別表第１第３号の規則で定める事務は、栃

木県行分収造林規則（昭和47年栃木県規則第102

号）第１条に規定する土地所有者（当該土地所有

者が法人である場合にあっては、当該法人の商業

登記簿又は法人登記簿の役員に関する事項の欄に

記載のある者）又はその相続人の生存の事実又は

氏名若しくは住所の確認に関する事務とする。 

４ 条例別表第１第４号の規則で定める事務は、土

地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号の

いずれかに該当するものに関する事業の用に供す

る土地（当該土地が埋立て又は干拓により造成さ

れるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係

る河川の敷地を含む。）若しくは当該土地にある

物件について所有権を有し、又は当該土地若しく

は物件に関して所有権以外の権利を有する者の生

存の事実又は氏名若しくは住所の確認に関する事

務とする。 

５ 条例別表第１第５号の規則で定める事務は、栃

木県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年栃

木県条例第52号）第７条第１項第１号に規定する

用地造成事業の用に供する土地（当該土地が埋立

て又は干拓により造成されるものであるときは、

当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地を含む。）

若しくは当該土地にある物件について所有権を有

し、又は当該土地若しくは物件に関して所有権以

外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しく

は住所の確認に関する事務とする。 

 

（本人確認情報を提供する事務） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、

次に掲げる者（当該者が法人である場合にあって

は、当該法人（当該法人が合併した場合には合併

（本人確認情報を利用する事務） 

第２条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本人確認情報を提供する事務） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１

項の請求の受理、その請求に係る事実についての
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○住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第17号 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例施行規則（平成20年栃木県規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（本人確認情報を利用する事務） 

第２条 略 

２ 略 

３ 条例別表第１第３号の規則で定める事務は、栃

木県行分収造林規則（昭和47年栃木県規則第102

号）第１条に規定する土地所有者（当該土地所有

者が法人である場合にあっては、当該法人の商業

登記簿又は法人登記簿の役員に関する事項の欄に

記載のある者）又はその相続人の生存の事実又は

氏名若しくは住所の確認に関する事務とする。 

４ 条例別表第１第４号の規則で定める事務は、土

地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号の

いずれかに該当するものに関する事業の用に供す

る土地（当該土地が埋立て又は干拓により造成さ

れるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係

る河川の敷地を含む。）若しくは当該土地にある

物件について所有権を有し、又は当該土地若しく

は物件に関して所有権以外の権利を有する者の生

存の事実又は氏名若しくは住所の確認に関する事

務とする。 

５ 条例別表第１第５号の規則で定める事務は、栃

木県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年栃

木県条例第52号）第７条第１項第１号に規定する

用地造成事業の用に供する土地（当該土地が埋立

て又は干拓により造成されるものであるときは、

当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地を含む。）

若しくは当該土地にある物件について所有権を有

し、又は当該土地若しくは物件に関して所有権以

外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しく

は住所の確認に関する事務とする。 

 

（本人確認情報を提供する事務） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、

次に掲げる者（当該者が法人である場合にあって

は、当該法人（当該法人が合併した場合には合併

（本人確認情報を利用する事務） 

第２条 略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本人確認情報を提供する事務） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１

項の請求の受理、その請求に係る事実についての
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附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（市町村課）  

 

後存続する法人又は合併により設立した法人を、

当該法人が分割した場合には放置違反金等に係る

債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立

した法人を含む。）の役員又は清算人）の生存の

事実又は氏名、出生の年月日、男女の別若しくは

住所の確認に関する事務とする。 

(1)ｱ道路交通法（昭和35年法律第105号）第51条

の４第４項の規定による放置違反金等の納付命

令を受ける者 

(2)ｱ道路交通法第51条の４第６項の規定による通

知を受ける者 

(3)ｱ道路交通法第51条の４第13項の規定による督

促を受ける者 

(4)ｱ道路交通法第51条の４第14項の規定による放

置違反金等の徴収を受ける者 

審査又はその請求に対する応答に関する事務とす

る。 
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○栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正 

 

栃木県規則第18号 

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成15年栃木県規則第75号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（林業木材産業課）  

 

改   正   後 改   正   前 

附 則 

１・２ 略 

 （償還期間等の特例） 

３ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所

の事故による災害をいう。以下同じ。）により著

しい被害を受けた者であって、その主要な事業用

資産について東日本大震災により浸水、流失、滅

失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと

又はその生産物（その加工品を含む。）に係る売

上げが東日本大震災により平年の売上げに比して

相当程度減少したことの証明を市町村長その他知

事が適当と認める機関から受けたものに貸し付け

る貸付金（東日本大震災の後令和９年３月31日ま

でに貸し付けるものに限る。）についての第３条

の規定の適用については、同条第１項中「10年」

とあるのは「13年」と、同項第２号中「12年」と

あるのは「15年」と、同項第３号中「15年」とあ

るのは「18年」と、同項第７号から第10号までの

規定中「12年」とあるのは「15年」と、同条第２

項中「３年」とあるのは「６年」と、「、第５

号、第７号」とあるのは「及び第５号に掲げる資

金に係る貸付金の据置期間は５年以内、同項第７

号」と、「、５年」とあるのは「８年」とする。 

４ 略 

附 則 

１・２ 略 

 （償還期間等の特例） 

３ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所

の事故による災害をいう。以下同じ。）により著

しい被害を受けた者であって、その主要な事業用

資産について東日本大震災により浸水、流失、滅

失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと

又はその生産物（その加工品を含む。）に係る売

上げが東日本大震災により平年の売上げに比して

相当程度減少したことの証明を市町村長その他知

事が適当と認める機関から受けたものに貸し付け

る貸付金（東日本大震災の後令和８年３月31日ま

でに貸し付けるものに限る。）についての第３条

の規定の適用については、同条第１項中「10年」

とあるのは「13年」と、同項第２号中「12年」と

あるのは「15年」と、同項第３号中「15年」とあ

るのは「18年」と、同項第７号から第10号までの

規定中「12年」とあるのは「15年」と、同条第２

項中「３年」とあるのは「６年」と、「、第５

号、第７号」とあるのは「及び第５号に掲げる資

金に係る貸付金の据置期間は５年以内、同項第７

号」と、「、５年」とあるのは「８年」とする。 

４ 略 
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○栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部改正 

 

栃木県規則第18号 

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 

栃木県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成15年栃木県規則第75号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（林業木材産業課）  

 

改   正   後 改   正   前 

附 則 

１・２ 略 

 （償還期間等の特例） 

３ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所

の事故による災害をいう。以下同じ。）により著

しい被害を受けた者であって、その主要な事業用

資産について東日本大震災により浸水、流失、滅

失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと

又はその生産物（その加工品を含む。）に係る売

上げが東日本大震災により平年の売上げに比して

相当程度減少したことの証明を市町村長その他知

事が適当と認める機関から受けたものに貸し付け

る貸付金（東日本大震災の後令和９年３月31日ま

でに貸し付けるものに限る。）についての第３条

の規定の適用については、同条第１項中「10年」

とあるのは「13年」と、同項第２号中「12年」と

あるのは「15年」と、同項第３号中「15年」とあ

るのは「18年」と、同項第７号から第10号までの

規定中「12年」とあるのは「15年」と、同条第２

項中「３年」とあるのは「６年」と、「、第５

号、第７号」とあるのは「及び第５号に掲げる資

金に係る貸付金の据置期間は５年以内、同項第７

号」と、「、５年」とあるのは「８年」とする。 

４ 略 

附 則 

１・２ 略 

 （償還期間等の特例） 

３ 東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所

の事故による災害をいう。以下同じ。）により著

しい被害を受けた者であって、その主要な事業用

資産について東日本大震災により浸水、流失、滅

失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと

又はその生産物（その加工品を含む。）に係る売

上げが東日本大震災により平年の売上げに比して

相当程度減少したことの証明を市町村長その他知

事が適当と認める機関から受けたものに貸し付け

る貸付金（東日本大震災の後令和８年３月31日ま

でに貸し付けるものに限る。）についての第３条

の規定の適用については、同条第１項中「10年」

とあるのは「13年」と、同項第２号中「12年」と

あるのは「15年」と、同項第３号中「15年」とあ

るのは「18年」と、同項第７号から第10号までの

規定中「12年」とあるのは「15年」と、同条第２

項中「３年」とあるのは「６年」と、「、第５

号、第７号」とあるのは「及び第５号に掲げる資

金に係る貸付金の据置期間は５年以内、同項第７

号」と、「、５年」とあるのは「８年」とする。 

４ 略 
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○栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第19号 

栃木県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

栃木県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

栃木県屋外広告物条例施行規則（平成11年栃木県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （景観保全型広告整備地区における広告物等の表

示等の届出） 

第３条 条例第６条第６項の規定により届出をしよ

うとする者は、屋外広告物表示（設置）届出書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付し

て、知事広告物（以下「広告物」という。）を表

示し、又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物

件」という。）を設置する場所を所轄する土木事

務所長に提出しなければならない。 

(1)ｱ屋外広告物（以下「広告物」という。）の形

状等に関する図面 

(2)ｱ広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件

（以下「掲出物件」という。）を設置する場所

の位置図及び平面図 

(3)ｱ広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場

所の使用権を証する書面 

２ 略 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場

所） 

第13条の２ 条例第21条の２第１項第１号の規則で

定める場所は、栃木県県土整備部都市政策課の放

置されていた場所を所轄する土木事務所（以下

「所轄土木事務所」という。）とする。 

 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第13条の３ 条例第21条の２第２項の保管した広告

物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、

栃木県県土整備部都市政策課とし、その閲覧時間

は、同課所轄土木事務所の執務時間とする。 

２ 略 

 

（登録の申請） 

第17条 登録申請者（条例第26条第１項に規定する

登録申請者をいう。以下同じ。）は、屋外広告業

登録申請書（別記様式第11号）を知事に提出しな

ければならない。この場合において、主たる営業

所の所在地が栃木県の区域（宇都宮市の区域を除

く。以下同じ。）内にある者は、主たる営業所の

 （景観保全型広告整備地区における広告物等の表

示等の届出） 

第３条 条例第６条第６項の規定により届出をしよ

うとする者は、屋外広告物表示（設置）届出書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付し

て、屋外広告物（以下「広告物」という。）を表

示し、又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物

件」という。）を設置する場所を所轄する土木事

務所長に提出しなければならない。 

(1)ｱ広告物告物（以下「広告物」という。）の形

状等に関する図面 

(2)ｱ表示告物物物、を又は設置のを掲出する物件

（以下「掲出物件」という。）を設置する場所

の位置図及び平面図 

(3)ｱ表示告物、物物を又は設置の件ををををる場

所の使用権を証する書面 

２ 略 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場

所） 

第13条の２ 条例第21条の２第１項第１号の規則で

定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放

置されていた場所を所轄する土木事務所（以下

「所轄土木事務所」という。）とする。 

 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第13条の３ 条例第21条の２第２項の保管した広告

物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、

所轄土木事務所部都市政策課とし、その閲覧時間

は、当該所轄土木事務所の執務時間とする。 

２ 略 

 

（登録の申請） 

第17条 登録申請者（条例第26条第１項に規定する

登録申請者をいう。以下同じ。）は、屋外広告業

登録申請書（別記様式第11号）を知事に提出しな

ければならない。この場合において、主たる営業

所の所在地が栃木県の区域（宇都宮市の区域を除

く。以下同じ。）内にある者は、主たる営業所の



（4） 号外第21号令和８（2026）年３月31日　火曜日 栃 木 県 公 報

- 1 - 

 

○栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第19号 

栃木県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

栃木県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

栃木県屋外広告物条例施行規則（平成11年栃木県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

 （景観保全型広告整備地区における広告物等の表

示等の届出） 

第３条 条例第６条第６項の規定により届出をしよ

うとする者は、屋外広告物表示（設置）届出書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付し

て、知事広告物（以下「広告物」という。）を表

示し、又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物

件」という。）を設置する場所を所轄する土木事

務所長に提出しなければならない。 

(1)ｱ屋外広告物（以下「広告物」という。）の形

状等に関する図面 

(2)ｱ広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件

（以下「掲出物件」という。）を設置する場所

の位置図及び平面図 

(3)ｱ広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場

所の使用権を証する書面 

２ 略 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場

所） 

第13条の２ 条例第21条の２第１項第１号の規則で

定める場所は、栃木県県土整備部都市政策課の放

置されていた場所を所轄する土木事務所（以下

「所轄土木事務所」という。）とする。 

 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第13条の３ 条例第21条の２第２項の保管した広告

物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、

栃木県県土整備部都市政策課とし、その閲覧時間

は、同課所轄土木事務所の執務時間とする。 

２ 略 

 

（登録の申請） 

第17条 登録申請者（条例第26条第１項に規定する

登録申請者をいう。以下同じ。）は、屋外広告業

登録申請書（別記様式第11号）を知事に提出しな

ければならない。この場合において、主たる営業

所の所在地が栃木県の区域（宇都宮市の区域を除

く。以下同じ。）内にある者は、主たる営業所の

 （景観保全型広告整備地区における広告物等の表

示等の届出） 

第３条 条例第６条第６項の規定により届出をしよ

うとする者は、屋外広告物表示（設置）届出書

（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付し

て、屋外広告物（以下「広告物」という。）を表

示し、又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物

件」という。）を設置する場所を所轄する土木事

務所長に提出しなければならない。 

(1)ｱ広告物告物（以下「広告物」という。）の形

状等に関する図面 

(2)ｱ表示告物物物、を又は設置のを掲出する物件

（以下「掲出物件」という。）を設置する場所

の位置図及び平面図 

(3)ｱ表示告物、物物を又は設置の件ををををる場

所の使用権を証する書面 

２ 略 

 

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場

所） 

第13条の２ 条例第21条の２第１項第１号の規則で

定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放

置されていた場所を所轄する土木事務所（以下

「所轄土木事務所」という。）とする。 

 

（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿） 

第13条の３ 条例第21条の２第２項の保管した広告

物又は掲出物件の一覧簿を閲覧に供する場所は、

所轄土木事務所部都市政策課とし、その閲覧時間

は、当該所轄土木事務所の執務時間とする。 

２ 略 

 

（登録の申請） 

第17条 登録申請者（条例第26条第１項に規定する

登録申請者をいう。以下同じ。）は、屋外広告業

登録申請書（別記様式第11号）を知事に提出しな

ければならない。この場合において、主たる営業

所の所在地が栃木県の区域（宇都宮市の区域を除

く。以下同じ。）内にある者は、主たる営業所の
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所在地を所轄する土木事務所長（以下「営業所所

轄土木事務所長」という。）を経由して提出する

ものとする。 

 

（登録申請書の添付書類） 

第17条の３ 条例第26条第２項の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

(1)ｱ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める書類 

 ア 登録申請者が法人である場合 

(ｱ)ｱ法人の役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。）が条例第26条の３第１項各号

に該当しない者であることを誓約する書面  

(ｲ)ｱ法人の役員の略歴を記載した書面 

(ｳ)ｱ法人の登記事項証明書 

 イ 登録申請者が個人である場合（ウに掲げる

場合を除く。） 

(ｱ)ｱ登録申請者の略歴を記載した書面 

(ｲ)ｱ登録申請者の住民票の抄本又はこれに代

わる書面 

ウ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行

為能力を有しない未成年者である場合 

(ｱ)ｱ法定代理人（法定代理人が法人である場

合においては、その役員を含む。以下同

じ。）が条例第26条の３第１項各号に該当

しない者であることを誓約する書面 

(ｲ)ｱ登録申請者及び法定代理人の略歴を記載

した書面 

(ｳ)ｱ登録申請者及び法定代理人（個人である

場合に限る。）の住民票の抄本又はこれに

代わる書面 

(ｴ)ｱ法定代理人（法人である場合に限る。）

の登記事項証明書 

(2)ｱ略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事は、前項に定める書類のほか必要と認める

書類の提出を求めることができる。 

３ 条例第26条第２項並びに第１項第１号ア(ｱ)及

びウ(ｱ)ウ(ｱ)の誓約書は、別記様式第12号による

ものとする。 

所在地を所轄する土木事務所長（以下「営業所所

轄土木事務所長」という。）を経由して提出する

ものとする。 

 

（登録申請書の添付書類） 

第17条の３ 条例第26条第２項の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

(1)ｱ登録申請者が法人である場合にあってはその

役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）、営

業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未

成年者である場合にあってはその法定代理人

（法定代理人が法人である場合においては、そ

の役員を含む。以下同じ。）が条例第26条の３

第１項各号に該当しない者であることを誓約す

る書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ｱ略 

(3)ｱ登録申請者（その者が法人である場合にあっ

てはその役員、その者が営業に関し成年者と同

一の能力を有しない未成年者である場合にあっ

てはその者及びその法定代理人）の略歴を記載

した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書

面 

(4)ｱ登録申請者又は当該登録申請者が営業に関し

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

あってその法定代理人が法人である場合にあっ

ては、登記事項証明書請者が法人である場合に

あっては、当該登録申請者に対し、その役員

（当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を 

２ 条例第26条第２項並びに第１項第１号ア(ｱ)及

び前項第１号の誓約書は、別記様式第12号による

ものとする。 
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所在地を所轄する土木事務所長（以下「営業所所

轄土木事務所長」という。）を経由して提出する

ものとする。 

 

（登録申請書の添付書類） 

第17条の３ 条例第26条第２項の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

(1)ｱ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める書類 

 ア 登録申請者が法人である場合 

(ｱ)ｱ法人の役員（業務を執行する社員、取締

役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。）が条例第26条の３第１項各号

に該当しない者であることを誓約する書面  

(ｲ)ｱ法人の役員の略歴を記載した書面 

(ｳ)ｱ法人の登記事項証明書 

 イ 登録申請者が個人である場合（ウに掲げる

場合を除く。） 

(ｱ)ｱ登録申請者の略歴を記載した書面 

(ｲ)ｱ登録申請者の住民票の抄本又はこれに代

わる書面 

ウ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行

為能力を有しない未成年者である場合 

(ｱ)ｱ法定代理人（法定代理人が法人である場

合においては、その役員を含む。以下同

じ。）が条例第26条の３第１項各号に該当

しない者であることを誓約する書面 

(ｲ)ｱ登録申請者及び法定代理人の略歴を記載

した書面 

(ｳ)ｱ登録申請者及び法定代理人（個人である

場合に限る。）の住民票の抄本又はこれに

代わる書面 

(ｴ)ｱ法定代理人（法人である場合に限る。）

の登記事項証明書 

(2)ｱ略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事は、前項に定める書類のほか必要と認める

書類の提出を求めることができる。 

３ 条例第26条第２項並びに第１項第１号ア(ｱ)及

びウ(ｱ)ウ(ｱ)の誓約書は、別記様式第12号による

ものとする。 

所在地を所轄する土木事務所長（以下「営業所所

轄土木事務所長」という。）を経由して提出する

ものとする。 

 

（登録申請書の添付書類） 

第17条の３ 条例第26条第２項の規則で定める書類

は、次に掲げる書類とする。 

(1)ｱ登録申請者が法人である場合にあってはその

役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）、営

業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未

成年者である場合にあってはその法定代理人

（法定代理人が法人である場合においては、そ

の役員を含む。以下同じ。）が条例第26条の３

第１項各号に該当しない者であることを誓約す

る書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ｱ略 

(3)ｱ登録申請者（その者が法人である場合にあっ

てはその役員、その者が営業に関し成年者と同

一の能力を有しない未成年者である場合にあっ

てはその者及びその法定代理人）の略歴を記載

した書面及び住民票の抄本又はこれに代わる書

面 

(4)ｱ登録申請者又は当該登録申請者が営業に関し

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

あってその法定代理人が法人である場合にあっ

ては、登記事項証明書請者が法人である場合に

あっては、当該登録申請者に対し、その役員

（当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を 

２ 条例第26条第２項並びに第１項第１号ア(ｱ)及

び前項第１号の誓約書は、別記様式第12号による

ものとする。 
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別記様式第１号中「（ああ土木事務所長あああ様）」を削る。 

別記様式第２号中  

４ 第１項第１号ア(ｲ)、イ(ｱ)及びウ(ｲ)の略歴書

は、別記様式第13号によるものとする。 

 

（変更の届出） 

第17条の６ 条例第26条の４第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更

届出書（別記様式第16号）を知事に提出しなけれ

ばならない。この場合において、主たる営業所の

所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄

土木事務所長を経由して提出するものとする。 

２ 前項の届出をする場合において、当該変更が次

の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲

げる書類を前項の届出書に添付しなければならな

い。 

(1)・(2) 略 

(3)ｱ条例第26条第１項第３号に掲げる事項の変更 

登記事項証明書、第17条の３第１項第１号ア

(ｱ)及び(ｲ)項項第３に掲げる書類 

(4)ｱ条例第26条第１項第４号に掲げる事項の変更 

第17条の３第１項第１号ウ書面及び同項第３

面及び同項第３号に掲げる書類、法人にあって

は登記事項証明書、同項第１号の書面及び同項

第３号に掲げる書類 

(5)ｱ略 

３ 第17条の３第２項の規定は、第１項の規定によ

る届出について準用する。 

 

（廃業等の届出） 

第17条の８ 条例第26条の６第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書

（別記様式第17号）を知事に提出しなければなら

ない。この場合において、主たる営業所の所在地

が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事

務所長を経由して提出するものとする。 

 

（講習会の受講申請） 

第20条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋

外広告物講習会受講申請書（別記様式第18号）を

土木事務所長を経由して知事に提出しなければな

らない。 

３ 第１項第３号ア(ｱ)、イ(ｲ)及びウ(ｲ)の略歴書

は、別記様式第13号によるものとする。 

 

（変更の届出） 

第17条の６ 条例第26条の４第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更

届出書（別記様式第16号）を知事に提出しなけれ

ばならない。この場合において、主たる営業所の

所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄

土木事務所長を経由して提出するものとする。 

２ 前項の届出をする場合において、当該変更が次

の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲

げる書類を前項の届出書に添付しなければならな

い。 

(1)・(2) 略 

(3)ｱ条例第26条第１項第３号に掲げる事項の変更 

登記事項証明書、第17条の３第１項第１号の

書面及び同項第３号に掲げる書類 

(4)ｱ条例第26条第１項第４号に掲げる事項の変更 

個人にあっては第17条の３第１項第１号の書

面及び同項第３号に掲げる書類、法人にあって

は登記事項証明書、同項第１号の書面及び同項

第３号に掲げる書類 

(5)ｱ略 

３ 第17条の３第２項の規定は、第１項の規定によ

る届出について準用する。 

 

（廃業等の届出） 

第17条の８ 条例第26条の６第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書

（別記様式第17号）を知事に提出しなければなら

ない。この場合において、主たる営業所の所在地

が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事

務所長を経由して提出するものとする。 

 

（講習会の受講申請） 

第20条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋

外広告物講習会受講申請書（別記様式第18号）を

土木事務所長を経由して知事に提出しなければな

らない。 
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別記様式第１号中「（ああ土木事務所長あああ様）」を削る。 

別記様式第２号中  

４ 第１項第１号ア(ｲ)、イ(ｱ)及びウ(ｲ)の略歴書

は、別記様式第13号によるものとする。 

 

（変更の届出） 

第17条の６ 条例第26条の４第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更

届出書（別記様式第16号）を知事に提出しなけれ

ばならない。この場合において、主たる営業所の

所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄

土木事務所長を経由して提出するものとする。 

２ 前項の届出をする場合において、当該変更が次

の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲

げる書類を前項の届出書に添付しなければならな

い。 

(1)・(2) 略 

(3)ｱ条例第26条第１項第３号に掲げる事項の変更 

登記事項証明書、第17条の３第１項第１号ア

(ｱ)及び(ｲ)項項第３に掲げる書類 

(4)ｱ条例第26条第１項第４号に掲げる事項の変更 

第17条の３第１項第１号ウ書面及び同項第３

面及び同項第３号に掲げる書類、法人にあって

は登記事項証明書、同項第１号の書面及び同項

第３号に掲げる書類 

(5)ｱ略 

３ 第17条の３第２項の規定は、第１項の規定によ

る届出について準用する。 

 

（廃業等の届出） 

第17条の８ 条例第26条の６第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書

（別記様式第17号）を知事に提出しなければなら

ない。この場合において、主たる営業所の所在地

が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事

務所長を経由して提出するものとする。 

 

（講習会の受講申請） 

第20条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋

外広告物講習会受講申請書（別記様式第18号）を

土木事務所長を経由して知事に提出しなければな

らない。 

３ 第１項第３号ア(ｱ)、イ(ｲ)及びウ(ｲ)の略歴書

は、別記様式第13号によるものとする。 

 

（変更の届出） 

第17条の６ 条例第26条の４第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業登録事項変更

届出書（別記様式第16号）を知事に提出しなけれ

ばならない。この場合において、主たる営業所の

所在地が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄

土木事務所長を経由して提出するものとする。 

２ 前項の届出をする場合において、当該変更が次

の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲

げる書類を前項の届出書に添付しなければならな

い。 

(1)・(2) 略 

(3)ｱ条例第26条第１項第３号に掲げる事項の変更 

登記事項証明書、第17条の３第１項第１号の

書面及び同項第３号に掲げる書類 

(4)ｱ条例第26条第１項第４号に掲げる事項の変更 

個人にあっては第17条の３第１項第１号の書

面及び同項第３号に掲げる書類、法人にあって

は登記事項証明書、同項第１号の書面及び同項

第３号に掲げる書類 

(5)ｱ略 

３ 第17条の３第２項の規定は、第１項の規定によ

る届出について準用する。 

 

（廃業等の届出） 

第17条の８ 条例第26条の６第１項の規定により届

出をしようとする者は、屋外広告業廃業等届出書

（別記様式第17号）を知事に提出しなければなら

ない。この場合において、主たる営業所の所在地

が栃木県の区域内にある者は、営業所所轄土木事

務所長を経由して提出するものとする。 

 

（講習会の受講申請） 

第20条 講習会の受講を申請しようとする者は、屋

外広告物講習会受講申請書（別記様式第18号）を

土木事務所長を経由して知事に提出しなければな

らない。 
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「 

 

                                                

                                                

 

                                              」 

「 

 

                                                

                                                

 

                                              」 

める。 

 別記様式第２号の２（表）中 

「 

 

 

                                              

                                              

 

                                              

  」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

 別記様式第３号中 

「 

 

 

                                               

                                               

 

 

                                             」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                             」 

る。 

 別記様式第３号の２（表）中 

  

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 

付 

 

 

  
 受 

 
 

付 

 

 

 
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

 
 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

  
 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

に改 

を 

に改め 

を 

に改め 
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                                              」 

「 

 

                                                

                                                

 

                                              」 

める。 

 別記様式第２号の２（表）中 

「 

 

 

                                              

                                              

 

                                              

  」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

 別記様式第３号中 

「 

 

 

                                               

                                               

 

 

                                             」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                             」 

る。 

 別記様式第３号の２（表）中 

  

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 

付 

 

 

  
 受 

 
 

付 

 

 

 
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

 
 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

  
 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

に改 

を 

に改め 

を 

に改め 
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「 

 

                                              

                                              

                                              

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

別記様式第４号中 

「 

 

                                               

                                               

 

                                             」 

「 

 

                                               

                                               

 

                                             」 

る。 

 別記様式第４号の２中 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

  

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

  
 受 

 
 

 
 

 

付 

 

 

に改め 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 

付 

 

 

を 

  
 受 

 
 

付 

 

 

に改め 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

に改め 

  
 受 

 
 

 
 

 

付 

 

 



（8） 号外第21号令和８（2026）年３月31日　火曜日 栃 木 県 公 報

- 5 - 

 

「 

 

                                              

                                              

                                              

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

別記様式第４号中 

「 

 

                                               

                                               

 

                                             」 

「 

 

                                               

                                               

 

                                             」 

る。 

 別記様式第４号の２中 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                              

                                              

 

 

                                            」 

る。 

  

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

  
 受 

 
 

 
 

 

付 

 

 

に改め 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 

付 

 

 

を 

  
 受 

 
 

付 

 

 

に改め 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 
 

 

付 

 

 

を 

に改め 

  
 受 

 
 

 
 

 

付 
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              「 

 

別記様式第11号（第１面）中                        を削り、 

 

                                     」 

「 

 

 

 

 

                                             を 

 

 

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                             

                                             に改め、 

 

 

 

                                            」 

同様式（第３面）中 

「２ 業務主任者が条例第28条第１項各号のいずれかに該当する者であるこ 

とを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書 

面 

３ 登録申請者（法人の役員及び未成年者の法定代理人を含む。）の略歴 を 

書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 

４ 登録申請者又は未成年者の法定代理人が法人である場合には、登記事 

項証明書                            」 

「２ 登録申請者（法人の役員及び未成年者の法定代理人を含む。）の略歴 

  書 

３ 登録申請者が法人である場合には、登記事項証明書 

４  登録申請者が個人である場合には、登録申請者（未成年者の法定代理 

人を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書面（当該法定代理人が に改める。 

法人である場合にあっては、登記事項証明書） 

５ 業務主任者が条例第28条第１項各号のいずれかに該当する者であるこ 

とを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書 

面                               」 

別記様式第16号（裏）中 

  

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

主 た る 業 務 の 内 容 
 

下記の枠内は記入しないでください。 

受付欄 決裁欄 手数料 

       

      

 

主 た る 業 務 の 内 容 
 

 受 
 

 
 

 
 

付 
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              「 

 

別記様式第11号（第１面）中                        を削り、 

 

                                     」 

「 

 

 

 

 

                                             を 

 

 

 

 

                                            」 

「 

 

 

                                             

                                             に改め、 

 

 

 

                                            」 

同様式（第３面）中 

「２ 業務主任者が条例第28条第１項各号のいずれかに該当する者であるこ 

とを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書 

面 

３ 登録申請者（法人の役員及び未成年者の法定代理人を含む。）の略歴 を 

書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面 

４ 登録申請者又は未成年者の法定代理人が法人である場合には、登記事 

項証明書                            」 

「２ 登録申請者（法人の役員及び未成年者の法定代理人を含む。）の略歴 

  書 

３ 登録申請者が法人である場合には、登記事項証明書 

４  登録申請者が個人である場合には、登録申請者（未成年者の法定代理 

人を含む。）の住民票の抄本又はこれに代わる書面（当該法定代理人が に改める。 

法人である場合にあっては、登記事項証明書） 

５ 業務主任者が条例第28条第１項各号のいずれかに該当する者であるこ 

とを証する書面及び当該業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書 

面                               」 

別記様式第16号（裏）中 

  

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

主 た る 業 務 の 内 容 
 

下記の枠内は記入しないでください。 

受付欄 決裁欄 手数料 

       

      

 

主 た る 業 務 の 内 容 
 

 受 
 

 
 

 
 

付 

 

- 7 - 

 

「 

 

 

 

 

                                                

                                                

                                                

 

 

 

 

 

          」 

「 

 

 

 

                                               に改 

 

 

 

                                              」 

める。 

別記様式第18号中 

「 

 

 

                                              を 

 

 

                                             」 

「 

 

 

                                              に改め 

                                               

 

                                             」 

る。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（都市政策課）  

変 更 理 由 
 

備考 「法人・個人の別」及び「変更に係る事項」については、それぞれ該当するものを○で囲むこ

と。 

 

下記の枠内は記入しないでください。 

受付欄 決裁欄 

      

     

 

変 更 理 由 
 

備考 「法人・個人の別」及び「変更に係る事項」については、それぞれ該

当するものを○で囲むこと。 

受 
 

 
 

 
 

付 

 

 

  
栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 

 

受 
 

 
 

 

付 

 

 

  
 受 

 
 
 

 

付 

 

 

を 
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○マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正 

 

栃木県規則第20号 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成27年栃木県規則第20号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

マンションの再生等の円滑化に関する法律施

行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、マンションの再生等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号。以下「法」

という。）の施行に関し、マンションの再生等の

円滑化に関する法律施行令（平成14年政令第367

号）及びマンションの再生等の円滑化に関する法

律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（除却等の必要性に係る認定申請書に添付する書

類） 

第２条 省令第76条の25第１項第３号の規定により

知事が定める書類は、法第163条の56第２項の認

定を受けようとするマンションが同項の国土交通

大臣が定める基準に適合していないことを建築物

の耐震診断の結果に関する判定を行うことができ

る機関として知事が定めるものが証する書類とす

る。 

２ 法第163条の56第２項の認定を受けようとする

マンションについて同条第１項の規定により認定

を申請しようとする者は、省令第76条の25第１項

第２号に掲げる構造計算書を添えることを要しな

い。 

 

（除却等の必要性に係る認定をしない旨の通知） 

第３条 知事は、法第163条の56第２項の認定をし

ないこととしたときは、その旨を同条第１項の規

定による申請をした者に通知するものとする。 

 

（許可申請書に添付する図書又は書面） 

第４条 省令第76条の30第１項の規定により知事が

定める図書又は書面は、次のとおりとする。 

(1)～(8) 略 

 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施

行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、マンション建替え等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号。以下「法」

という。）の施行に関し、マンション建替え等の

円滑化に関する法律施行令（平成14年政令第367

号）及びマンション建替え等の円滑化に関する法

律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（除却の必要性に係る認定申請書に添付する書

類） 

第２条 省令第49条第１項第３号ああの規定により

知事が定める書類は、法第102条第２項の56の認

定を受けようとするマンションが同項の国土交通

大臣が定める基準に適合していないことを建築物

の耐震診断の結果に関する判定を行うことができ

る機関として知事が定めるものが証する書類とす

る。 

２ 法第102条第２項の56の認定を受けようとする

マンションについて同条第１項の規定により認定

を申請しようとする者は、省令第49条第１項第２

号ああに掲げる構造計算書を添えることを要しな

い。 

 

（除却の必要性に係る認定をしない旨の通知） 

第３条 知事は、法第102条第１項の56の認定をし

ないこととしたときは、その旨を同項第１項の規

定による申請をした者に通知するものとする。 

 

（許可申請書に添付する図書又は書面） 

第４条 省令第52条第１項の56の規定により知事が

定める図書又は書面は、次のとおりとする。 

(1)～(8) 略 
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○マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部改正 

 

栃木県規則第20号 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則（平成27年栃木県規則第20号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

マンションの再生等の円滑化に関する法律施

行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、マンションの再生等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号。以下「法」

という。）の施行に関し、マンションの再生等の

円滑化に関する法律施行令（平成14年政令第367

号）及びマンションの再生等の円滑化に関する法

律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（除却等の必要性に係る認定申請書に添付する書

類） 

第２条 省令第76条の25第１項第３号の規定により

知事が定める書類は、法第163条の56第２項の認

定を受けようとするマンションが同項の国土交通

大臣が定める基準に適合していないことを建築物

の耐震診断の結果に関する判定を行うことができ

る機関として知事が定めるものが証する書類とす

る。 

２ 法第163条の56第２項の認定を受けようとする

マンションについて同条第１項の規定により認定

を申請しようとする者は、省令第76条の25第１項

第２号に掲げる構造計算書を添えることを要しな

い。 

 

（除却等の必要性に係る認定をしない旨の通知） 

第３条 知事は、法第163条の56第２項の認定をし

ないこととしたときは、その旨を同条第１項の規

定による申請をした者に通知するものとする。 

 

（許可申請書に添付する図書又は書面） 

第４条 省令第76条の30第１項の規定により知事が

定める図書又は書面は、次のとおりとする。 

(1)～(8) 略 

 

マンション建替え等の円滑化に関する法律施

行細則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、マンション建替え等の円滑化

に関する法律（平成14年法律第78号。以下「法」

という。）の施行に関し、マンション建替え等の

円滑化に関する法律施行令（平成14年政令第367

号）及びマンション建替え等の円滑化に関する法

律施行規則（平成14年国土交通省令第116号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（除却の必要性に係る認定申請書に添付する書

類） 

第２条 省令第49条第１項第３号ああの規定により

知事が定める書類は、法第102条第２項の56の認

定を受けようとするマンションが同項の国土交通

大臣が定める基準に適合していないことを建築物

の耐震診断の結果に関する判定を行うことができ

る機関として知事が定めるものが証する書類とす

る。 

２ 法第102条第２項の56の認定を受けようとする

マンションについて同条第１項の規定により認定

を申請しようとする者は、省令第49条第１項第２

号ああに掲げる構造計算書を添えることを要しな

い。 

 

（除却の必要性に係る認定をしない旨の通知） 

第３条 知事は、法第102条第１項の56の認定をし

ないこととしたときは、その旨を同項第１項の規

定による申請をした者に通知するものとする。 

 

（許可申請書に添付する図書又は書面） 

第４条 省令第52条第１項の56の規定により知事が

定める図書又は書面は、次のとおりとする。 

(1)～(8) 略 
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別記様式第１号中「マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則」を「マンションの再生等の円滑化

に関する法律施行細則」に、「除却」を「除却等」に、「容積率」を「容積率等」に改める。 

別記様式第２号中「容積率」を「容積率等」に、「建築」を「建築等」に、「マンション建替え等の円滑化

に関する法律施行細則」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（建築指導課）  

 

（申請の取下げ） 

第５条 法第163条の56第１項の規定による認定の

申請又は法第163条の59第１項の規定による許可

の申請をした者は、認定又は許可を受ける前に当

該申請を取り下げようとするときは、取下申出書

（別記様式第１号）により、その旨を知事に申し

出なければならない。 

 

（取りやめる旨の申出） 

第６条 法第163条の59第１項の許可を受けた者

は、当該許可に基づく建築等を取りやめようとす

るときは、遅滞なく、取りやめ申出書（別記様式

第２号）に省令第76条の30第２項の許可通知書を

添えて、その旨を知事に申し出なければならな

い。 

（申請の取下げ） 

第５条 法第102条第１項の56の規定による認定の

申請又は法第105条第１項の56の規定による許可

の申請をした者は、認定又は許可を受ける前に当

該申請を取り下げようとするときは、取下申出書

（別記様式第１号）により、その旨を知事に申し

出なければならない。 

 

（取りやめる旨の申出） 

第６条 法第105条第１項ののの許可を受けた者

は、当該許可に基づく建築のを取りやめようとす

るときは、遅滞なく、取りやめ申出書（別記様式

第２号）に省令第52条第２項の56の許可通知書を

添えて、その旨を知事に申し出なければならな

い。 
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別記様式第１号中「マンション建替え等の円滑化に関する法律施行細則」を「マンションの再生等の円滑化

に関する法律施行細則」に、「除却」を「除却等」に、「容積率」を「容積率等」に改める。 

別記様式第２号中「容積率」を「容積率等」に、「建築」を「建築等」に、「マンション建替え等の円滑化

に関する法律施行細則」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（建築指導課）  

 

（申請の取下げ） 

第５条 法第163条の56第１項の規定による認定の

申請又は法第163条の59第１項の規定による許可

の申請をした者は、認定又は許可を受ける前に当

該申請を取り下げようとするときは、取下申出書

（別記様式第１号）により、その旨を知事に申し

出なければならない。 

 

（取りやめる旨の申出） 

第６条 法第163条の59第１項の許可を受けた者

は、当該許可に基づく建築等を取りやめようとす

るときは、遅滞なく、取りやめ申出書（別記様式

第２号）に省令第76条の30第２項の許可通知書を

添えて、その旨を知事に申し出なければならな

い。 

（申請の取下げ） 

第５条 法第102条第１項の56の規定による認定の

申請又は法第105条第１項の56の規定による許可

の申請をした者は、認定又は許可を受ける前に当

該申請を取り下げようとするときは、取下申出書

（別記様式第１号）により、その旨を知事に申し

出なければならない。 

 

（取りやめる旨の申出） 

第６条 法第105条第１項ののの許可を受けた者

は、当該許可に基づく建築のを取りやめようとす

るときは、遅滞なく、取りやめ申出書（別記様式

第２号）に省令第52条第２項の56の許可通知書を

添えて、その旨を知事に申し出なければならな

い。 
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○老人福祉法施行細則の廃止 

 

栃木県規則第21号 

老人福祉法施行細則を廃止する規則を次のように定める。 

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一   

老人福祉法施行細則を廃止する規則 

老人福祉法施行細則（平成５年栃木県規則第35号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（高齢対策課）  
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○栃木県庁議規程の一部改正 

 

栃木県訓令第９号 

本  庁  

出先機関  

 栃木県庁議規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                            栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県庁議規程の一部を改正する訓令 

栃木県庁議規程（昭和45年栃木県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 （総合政策課）  

 

 

 

 

 

 

  

 

改   正   後 改   正   前 

（構成） 

第２条 略 

２ 略 

３ 総合政策課長、人口未来課長、デジタル戦略課

長、広報課長、市町村課長、地域振興課長、財政

課長及び東京事務所長並びに知事が必要と認める

者は、庁議に出席するものとする。 

（構成） 

第２条 略 

２ 略 

３ 総合政策課長、人口未来課長、デジタル戦略課

長、広報課長、市町村課長、地域振興課長、財政

課長及び東京事務所長並びに知事が必要と認める

者は、庁議に出席するものとする。 
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○栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正 

 

栃木県議会告示第２号 

 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                            栃木県議会議長  関  谷  暢  之   

   栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告示 

栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年栃木県議会告示第１号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

改   正   後 改   正   前 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとす

る。 

 (1)～(15) 略 

 (16) 介護保険法（平成９年法律第123号） 

第201条の２第１項に規定する被保険者番号等

あ 

 (17) 略 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとす

る。 

 (1)～(15) 略 

 (16) 介護保険法（平成９年法律第123号） 

第12条第３項の被保険者証の番号及び保険者番

号 

 (17) 略 

訓 令

議 会
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○栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正 

 

栃木県議会告示第２号 

 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                            栃木県議会議長  関  谷  暢  之   

   栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する告示 

栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年栃木県議会告示第１号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

改   正   後 改   正   前 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとす

る。 

 (1)～(15) 略 

 (16) 介護保険法（平成９年法律第123号） 

第201条の２第１項に規定する被保険者番号等

あ 

 (17) 略 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとす

る。 

 (1)～(15) 略 

 (16) 介護保険法（平成９年法律第123号） 

第12条第３項の被保険者証の番号及び保険者番

号 

 (17) 略 
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○栃木県議会事務局処務規程の一部改正 

 

栃木県議会訓令第１号 

議会事務局  

 栃木県議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                            栃木県議会議長  関  谷  暢  之   

   栃木県議会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

栃木県議会事務局処務規程（昭和44年栃木県議会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（事務局長専決事項） 

第３条 事務局長の専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(4) 略 

 (5)3次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り

並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに

週休日の振替、あ４時間の勤務時間の割振り変

更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関す

ること。 

 (6)～(8) 略 

 

（課長共通専決事項） 

第４条 課長の共通専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(5) 略 

(6) 所属の職員（課長、課長相当職にある職員及

び総括課長補佐に限る。）の週休日及び勤務時

間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の

設定並びに週休日の振替、あ４時間の勤務時間

の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の

振替に関すること。 

 (7)～(13) 略 

 

（総括課長補佐共通専決事項） 

第６条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとお

りとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並

びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週

休日の振替、あ４時間の勤務時間の割振り変更

及び勤務時間を割り振らない日の振替に関する

こと。 

（事務局長専決事項） 

第３条 事務局長の専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(4) 略 

 (5)3次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り

並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに

週休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変

更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関す

ること。 

 (6)～(8) 略 

 

（課長共通専決事項） 

第４条 課長の共通専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 所属の職員（課長、課長相当職にある職員及

び総括課長補佐に限る。）の週休日及び勤務時

間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の

設定並びに週休日の振替及び４時間の勤務時間

の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の

振替に関すること。 

 (7)～(13) 略 

 

（総括課長補佐共通専決事項） 

第６条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとお

りとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並

びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週

休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更

及び勤務時間を割り振らない日の振替に関する

こと。 
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○栃木県議会事務局処務規程の一部改正 

 

栃木県議会訓令第１号 

議会事務局  

 栃木県議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                            栃木県議会議長  関  谷  暢  之   

   栃木県議会事務局処務規程の一部を改正する訓令 

栃木県議会事務局処務規程（昭和44年栃木県議会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

改   正   後 改   正   前 

（事務局長専決事項） 

第３条 事務局長の専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(4) 略 

 (5)3次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り

並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに

週休日の振替、あ４時間の勤務時間の割振り変

更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関す

ること。 

 (6)～(8) 略 

 

（課長共通専決事項） 

第４条 課長の共通専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(5) 略 

(6) 所属の職員（課長、課長相当職にある職員及

び総括課長補佐に限る。）の週休日及び勤務時

間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の

設定並びに週休日の振替、あ４時間の勤務時間

の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の

振替に関すること。 

 (7)～(13) 略 

 

（総括課長補佐共通専決事項） 

第６条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとお

りとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並

びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週

休日の振替、あ４時間の勤務時間の割振り変更

及び勤務時間を割り振らない日の振替に関する

こと。 

（事務局長専決事項） 

第３条 事務局長の専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(4) 略 

 (5)3次長及び参事の週休日及び勤務時間の割振り

並びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに

週休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変

更及び勤務時間を割り振らない日の振替に関す

ること。 

 (6)～(8) 略 

 

（課長共通専決事項） 

第４条 課長の共通専決事項は、次のとおりとす

る。 

 (1)～(5) 略 

 (6) 所属の職員（課長、課長相当職にある職員及

び総括課長補佐に限る。）の週休日及び勤務時

間の割振り並びに勤務時間を割り振らない日の

設定並びに週休日の振替及び４時間の勤務時間

の割振り変更及び勤務時間を割り振らない日の

振替に関すること。 

 (7)～(13) 略 

 

（総括課長補佐共通専決事項） 

第６条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとお

りとする。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割振り並

びに勤務時間を割り振らない日の設定並びに週

休日の振替及び４時間の勤務時間の割振り変更

及び勤務時間を割り振らない日の振替に関する

こと。 


